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水道料金の改定にあたっての検討論点
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水道料金改定の検討（例）

料金改定の検討は、各段階の検討を着実に推進していく必要があります
が各段階で課題があります

ステップ1
財政計画の策定

ステップ4
料金表（案）の確定

ステップ3 
料金体系の設定

 将来の水需要予測の算定

 将来の財政収支のシミュレーション

 料金体系決定における検討項目

① 基本料金収入と従量料金収入の割合の設定

② 基本水量の設定

③ 口径別基本料金単価の設定（口径別従量料金）

④ 従量料金の逓増度の設定

⑤ 従量料金の水量区画の設定

⑥ 用途別料金の設定（用途別、口径別料金体系の採用）

 各種検討項目のメリット・デメリットの整理

 料金表案のパターン提示・決定

 料金算定期間の設定

 総括原価の算定

 料金改定率（資産維持費）の決定

ステップ2
料金水準の算定

（出所：滋賀県大津市「第6回大津市水道事業経営検討委員会」平成28年1月26日 資料1 6ページを元に発表者が加工）

2

課題

・長期シミュレーションによ
る料金改定率や料金体系
を検討できていない

・総括原価に基づいた料金
改定を検討できていない

・資産維持費の整理ができ
ていない

・原価に基づいた料金体系
の検討ができていない

・住民への説明が十分でな
い
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水道料金算定の3原則

 公正妥当な料金

 独立採算の原則

 受益者負担の原則

 適正な原価を基礎とした料金

 「適正な原価」とは、水道事業は公益事業と
してなすべき正常な努力を行ったうえで必
要な営業上の費用に、健全な経営を維持
するために必要な資本費用を含むものとさ
れています

 営業上の費用＋資本費用＝総括原価

 健全な運営を確保する料金

 必要な資金を内部に留保

資産維持費＝対象資産×資産維持費率により計
算された範囲内とする

 対象資産は、償却資産額の料金算定期間期首および期
末の平均残高とする

 資産維持率は、今後の更新・再構築を円滑に推進し、各
水道事業者の創設時期や施設の更新状況を勘案して決
定するものとする

ステップ2 料金水準の算定（総括原価） （資産維持費）

総括原価や資産維持費といった考え方についても検討し、説明責任を
果たす必要があります

（出所：総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会WG
第2回財政計画」平成26年3月7日 資料3 10ページより抜粋）

資産維持費の導入例（岩手県平泉町）

資産維持率＝自己資本構成比率40%×過去5年間の企
業債利率の平均

• （水道料金算定）要領中、「標準的な資産維持率により難いとき
は、自己資本構成比率の目標値を達成するための額を計上で
きる」により、自己資本構成比率で算出することとし、次の内容
を考慮して決定した。

• 災害等の場合でも1年間の計上費用と企業債償還額等を賄う
ことができる現金預金を保有することとした。（略）

• 自己資本構成比率が類似団体と（略）比べ低いため、（略）
40%を目標とした。

（出所：総務省「水道事業・先進的取組事例集」66ページより抜粋）
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料金体系は原価に基づき検討を行う必要があります

ステップ2 料金水準の算定（水道料金算定要領）

総括原価の算定 総括原価の分解・配賦 料金体系

営業費用

人件費、薬品費、動力
費、修繕費、受水費、減
価償却費、通信運搬費、
資産減耗費、委託料、

手数料 等

資本費用

支払利息、資産維持費
（対象資産×資産維持

率の範囲内）

需要家費

検針・集金関係費等

固定費

給水量の多寡に関係な
く、水道施設の適正な
維持に固定的に必要な

費用

変動費

薬品費、動力費及び
受水費等

浄
水
施
設
能
力

浄水施設能力と平均
給水量の差

平均給水量

基本料金

従量料金
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※上記は水道料金算定要領の一手法を図示しています。
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ステップ3 料金体系の設定（検討すべき論点（例））

料金体系の各体系の論点について検討していきます

水道料金 （１ヶ月あたり、税抜）

用途 口径
基本料金
（円/月）

従量料金単価（円/㎥）

０－
10㎥

11－
30㎥

31－
50㎥

51－
100㎥

101－
200㎥

201㎥
以上

一般用

13・20mm 800

０ 120 150 180 210 240

25mm 1,100

30・40mm 1,300

50mm 3,200

75mm 3,500

100mm 4,400

150mm 8,900

200mm 14,300

250mm以上 20,900

浴場用 5,600 0 60

③口径別基本料金
（口径別従量料金）

②基本水量

④従量料金の逓増度
（最低従量料金）

①基本料金と従量料金の収入割合

⑤水量区画

⑥用途別料金の検討
（用途別、口径別料金体系）

（出所：滋賀県大津市「第6回大津市水道事業経営検討委員会」平成28年1月26日 資料1 7ページ 注：吹き出しは発表者が付したものである。）

5



© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

下水道使用料の改定にあたっての検討論点
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下水道使用料の検討

下水道使用料の検討も、各段階の検討を着実に推進していく必要があります

a) 財政計画等の策定・確認

d) 使用料対象経費の算定

c) 収支見積に基づく使用料改定の必要性の確認

 施設の整備計画

 施設の管理計画

 職員の配置計画

 排水需要の予測

 管理運営費（維持管理費、資本費）の算定

 控除額の算定（公費負担とすべき経費等）

 使用料の改定率の目安

 収入の見積（現行使用料体系）

 支出（維持管理費、資本費）の推計

 収支バランスの確認

b) 使用料算定期間の設定

e) 収支過不足の確認

a) 使用料対象経費の分解

b) 使用者群の区分

c) 使用料対象経費の配賦

d)使用料体系の設定

 資本費

 維持管理費

需要家費
固定費
変動費

又は

固定的経費

変動的経費

 水量区分の設定（水量使用料）

 水質区分の設定（水質使用料）

経費の性質に応じて配賦

 一般排水と特定排水の区分とそれに基づく配賦方法

 水質の負荷に基づく配賦方法

 基本使用料

 従量使用料

 水質使用料

使
用
料
対
象
経
費
の
算
定

使
用
料
体
系
の
設
定

（出所：日本下水道協会「下水道使用料算定の基本的な考え方2016年度版」平成29年3月10日 3ページを参考に発表者が加工）

7



© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

使用料対象経費の算定（一般会計繰入金の検討）

下水道事業においては、財源としての使用料と一般会計繰入金のバラ
ンスを検討する必要があります

私費負担部分 公費負担部分

地方財政措置の対象となる繰出基準や
地域の実情等を踏まえて
一般会計繰入金を検討

8

使用料の水準等を検討

経費
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